
窓口新規・認定こども園・保育所 (園)新規申込み用

平成27年 4月から初めて保育所 (園)または認定こども園

(保育所部分).への入所 (園)を希望されるみなさまヘ

平成27年 4月から子ども・子育て支援新制度が始まります。4月 から初めて入所

(園)を希望される方の手続きは、次のとおりです。

(1)保育所 (園)へ入所を希望される方

‐「保育の必要性Jの認定申請と利用を希望する保育所 (園)の 申込みを同時に、市役所

子育で支援室または希望する保育所 (園)で していただきます。

保育所 (園)への申込みは、随時受付しています。

なお、平成26年 9月 末までに入所申込み奎壼れた方は、10月 1日 から12月 1日

までに、「保育の必要性」の認定申請が必要になります。

(2)認定こども園 (保育所部分)へ入園を希望される方

「保育の必要性Jの認定申請と利用調整の申込みは、市役所子育て支援室で 10月 1

(3)注意事項

0保育所 (園)または、認定こども園(保育所部分)に平成27年 4月 1日 から入所 (園 )

を希望される方の第 1次型用顕整 (選考)の申込み締切りiさ二 12月 1日 (月 )17:
30です。

O「保育の必要性」の認定申請及び利用調整の申込みについては、市役所子育て支援

室、希望する保育所(園)または認定こども園において申込むことができますが、旦

(4)結果の通知について

認定及び利用調整の結果についてIま、 1月 下旬に郵送にて通知する予定です。

[利用調整について1

保育所 (園)及び認定こども園 (保育所部分)への入園利用調整については、就労や疾

病、介護などをはじめ、保護者や児童等の状況に基づいて、市が定めた点数に基づき、

点数の高い順、また、同点の場合は申込みの早い順に利用調整 (選考)を行います。

【お問い合わせ先】

枚方市役所 子ども青少年部

子育て支援室 入所・地域支援グループ

TEL1 0 7 2-841-1472(直 通)

FAX:072-841丁 4319



平成 27年度保育所 (園)及び認定こども園の 2号 03号認定児童の保育料 (利用者負担額)表

各月の初日における支給認定保護者
の属する世帯の区分 層

分
階
区

利用者負担額 (月額)

支給認定子どもの区分
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※ 本表は、公立施設 (保育所)の保育料を定めた表ですが、私立保育所 (園)、 認定こども園につ
いても同様の金額とする予定です。

※ 上段は保育標準時間、下段は保育短時間の認定に対する保育料です。

※ 「第 2子1欄の額は、 2人の児童が入所している場合の 2人目の保育料です。なお、 3人以上の児
童が入所 している場合の 3人日以降の保育料は0円です。

※ 保育料の算定について、現在は所得税額によつて決定していますが、平成27年度からは、市町村
民税額によって決定します。また、 4月 分から8月 分までは前年度分の、 9月 分から3月 分まで
は、当該年度分の市町村民税額により決定します。

(     ※ 平成26年度までは、平成22年度の税制改正により廃止された旧・年少扶養控除があつたものとし
て仮定して算出した所得税額により保育料を決定していましたが、平成27年度分保育料からは、こ
の取扱いは行いません。なお、新しい保育料階層表は、 1日

。年少扶養控除廃上の影響を考慮し設定
しています。


